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ふらっとヨハネ 計画相談支援 R3.4.9 〇 〇

小金井市障害者地域
自立生活支援センター

計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援

R5.9.7 〇 〇 〇 〇
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R5.12.5 〇 〇 〇 〇

あしすと　さくら 計画相談支援 R6.2.7 〇 〇

緑町聖ヨハネ短期入所 短期入所 R6.3.1 〇 〇

事業所名

地域生活支援拠点等事業の整備状況について

　障害者の重度化・高度化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための５つの機能（下

記５の表参照）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全

体で支えるサービス提供体制を構築する。

　令和５年度末までに地域生活支援拠点等を確保する。

　毎年１回、運用状況を検証・検討する。

　国が示す整備手法には、５つの機能を特定の施設に集約する「多機能拠点整備型」と

複数の機関（事業所）が分担して機能を担う「面的整備型」があり、小金井市では面的

整備型の手法を採っている。

　令和３年１月２９日、小金井市地域生活支援拠点等事業実施要綱を制定。
　市内事業所への説明等を行い、令和５年度に５つの機能の確保。
　今後も機能の充実・強化のため、継続して登録事業所の確保を進める。

５つの機能
提供サービス 登録日
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